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  消費者金融連絡会（武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販）では、このたび
富山大学経済学部より、正規講座｢消費者金融考｣（全８回）への講師派遣の要請を受け、    
平成 15年 11月 20日と平成 16年 1月 15日の 2回、講師を派遣いたしました。 
  当会では、富山大学で実施した講座プログラム以外にも、消費生活相談員、高校教諭等の方々
を対象とした「自動契約機受付センターの見学会」や、卒業前の高校生、大学生など新社会人
の方々を対象とした「消費者啓発講座」の開催など、多方面からのご要望にお応えしています。 
  詳細は以下の通りです。 
 
 
■講師派遣の目的 
    当会では、1997年 1月の発足以来、消費者の保護や利益を図りながら、消費者金融 
    業界の健全な発展を目的として、消費者啓発、消費者教育の諸活動を積極的に推進し 
    てまいりました。 

その中で、より実践的な消費者金銭教育を支援するため、各種ツールの開発・配付 
    教育現場への講師派遣を実施しています。 
    平成 15年度も、消費者相談員、高等学校（卒業予定者対象の授業）などに向けて講 
    座を開催しております。（本年度実績：次ページ参照） 
 
 
《プログラム例》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《実施要領》  ●当会担当者が講師となり、ご説明させて頂きます。 

●講師派遣（設営）に伴う、会場費・交通費・宿泊費及び教材費（資料）につ 
  いては、当会が全額負担いたします。 
●講座の所用時間は９０分程度としておりますが、ご要望に応じプログラム内 
  容を含め調整させていただきます。 
●全国どこにでもお伺いします。但し自動契約機受付センターの見学会につい 
  ては、地域によっては開催できない場合があります。 

 
出前講座・講師派遣のお申し込み、お問合わせにつきましては、下記までご連絡ください。 
 
                                 《申込み先》 
 
 
 

【自動契約機受付センター見学会プログラム】
１）概要説明 
      ①消費者金融業界の概要 

  ②与信・審査について 
      ③自動契約機での新規申込み手順 
２）受付センター見学 
３）質疑応答 

【消費者啓発講座プログラム】 
１）カード社会 

  ①現代社会はカード社会 
２）カード社会の基本 
      ①信用について 
      ②契約について 
      ③契約に際しての留意事項 
３）よくあるトラブル 

  ①よくあるトラブル事例の紹介 
      ②困ったときの相談先 
４）質疑応答 

消費者金融連絡会 
実学講座担当（アイフル（株）広報部内） 
TEL．03－3274－3560   FAX．03－3274－4581 
E-mail  infoma@tapals.com 
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【本年度の講座開設の実績】 
 

対   象 実施時期 実施地区 参加人数
消費者相談員 平成 15年 8月 熊本 24名
消費者相談員 平成 15年 8月 東京 20名
行政 平成 15年 10月 東京 3名
高等学校生徒 平成 15年 11月 北海道 150名
消費者相談員 平成 15年 12月 熊本 9名
高等学校生徒 平成 15年 12月 福島 24名

 
 
実施プログラムの内容 
  ①平成 15年 11月 20日実施               ②平成 16年 1月 15日実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）消費者金融サービスの概要 
    ・マーケット概要 
    ・消費者金融事業とは 
    ・健全な市場形成のための取り組み
２）昨今の企業戦略 
    ・チャネルネットワークの多様化 
    ・広告宣伝戦略 
    ・規制緩和を背景とした資金調達の
      多様化と周辺事業への進出 
３）消費者金融利用にあたっての留意点
    ・クレジットとキャッシング 
    ・支払延滞とペナルティー 
    ・悪質業者の手口 
    ・困った時の相談先 

１）前回講義の復習 
    ・消費者金融事業の特性 
    ・昨今の事業環境 
    ・多角化への取り組み 
２）消費者金融業界の将来像 
    ・CSR の取り組み 
    ・加速する金融のボーダレス化 
    ・トータルファイナンスへ 
３）学生からの質問に対する回答 
    ・消費者金融の存在意義 
    ・債権回収について 
    ・与信・審査について 
    ・多重債務・自己破産について 
    ・消費者金融の金利について 
    ・広告宣伝戦略について 
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  富山大学｢消費者金融考｣の実施担当者 富山大学岸本助教授より、講座実施前および終
了後にコメントをいただきましたのでご紹介します。 
 
１、｢消費者金融考｣開講の目的 
    消費者金融業界は近年急成長を遂げてきた。また本学の学生にとって消費者金融業 
    界は就職先候補の一つとなっている。 
    しかし他方で消費者金融は、テレビ CMでなじみがあるものの、その実状については  
    十分な理解が得られていない。 
    そこで消費者金融の現状や抱える問題を分析し、今後の問題点を考察することを目的 
    として本講義を企画した。講義の開講にあたっては、より多角的な分析を行うために、 
    情報センター、弁護士などさまざまな立場の方に講師を依頼することとした。 
 
  【消費者金融考の概要】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．｢消費者金融考｣を実施して 

消費者金融をテーマとする講義は初めての試みであり、また下期開講の 1単位講義 
  にもかかわらず 70名を超える履修申し込みがあった。 
    また各方面の第一線で活躍している方々に多数講師をお願いしたこともあり、受講学 
  生の反応もよく、積極的な取り組みが感じられた。 
    マーケット規模が 10兆円を超える消費者金融産業を、学術的に研究する意義は高い 
  ものであり､今回の経験を踏まえて、継続的実施を検討していきたい。 
 
 
 

・第１回（平成 15 年 11 月 6 日）｢消費者金融考を開催するにあたって｣ 
    講師：富山大学経済学部助教授  岸本 寿生氏 

・第２回（平成 15 年 11 月 13 日）｢今日の経済状況と消費者金融問題｣ 
      講師：新潟大学経済学部 教授 芳賀 健一 氏 
・第３回（平成 15 年 11 月 20 日）｢消費者金融の成長｣ 
    講師：消費者金融連絡会 広報事務局長 中山 孝一 他 

・第４回（平成 15 年 11 月 27 日）｢上限金利問題｣ 
    講師：南山大学法学部助教授  伊藤 司 氏 

・第５回（平成 15 年 12 月 4 日）｢個人情報にかかわる問題｣ 
    講師：（株）北陸レンダース代表取締役  小山 玉弥 氏 

・第６回（平成 15 年 12 月 11 日）｢多重債務と破産を考える｣ 
    講師：弁護士 青島 明生氏 

・第７回（平成 16 年 1 月 15 日）｢消費者金融産業の将来｣ 
    講師：消費者金融連絡会 広報事務局長 中山 孝一 他 

・第８回（平成 16 年 1 月 22 日）｢消費者金融産業を考える｣（まとめ） 
    講師：（株）北陸レンダース所長  水野 和之氏 
      富山大学経済学部教授 長谷川 隆 氏、助教授 岸本 寿生氏 

ご 参 考（１）
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【学生からの意見および感想の抜粋】 

 
  本講座を受講した学生の方々からは、消費者金融業界、サービスに関する様々な意見感
想が寄せられました。頂いたご意見の中には、大変参考となるものも多く、今後の活動に
役立てていきたいと思います。 
 
１） 当初、消費者金融の印象はあまり良いものではなかった。厳しい取り立てや高利貸しなどの悪いイメ

ージが強かったためである。しかし、この講義を受けてそのイメージは払拭された。それは消費者金

融連絡会という組織の存在である。消費者金融連絡会の消費者啓発活動、教育活動はたいへん意

義のある試みであると思う。 
 
２） 消費者金融に関する知識を持つ消費者は、ほとんどいないのが現状だと思う。自分自身この講義を 
   受講するまで、その仕組みや利息の計算方法、悪質業者の被害概況など知らないことが多かった。こ 
   のような知識を消費者に伝える消費者金融連絡会のような存在は消費者にとって心強く感じた。 
   近年、自動契約機などで比較的簡単にお金の借入・返済が可能となった。この手軽さが消費者金融が 
   幅広い顧客に利用される要因であると考えるが、安易にこのシステムを利用するのは間違っていると 
   思う。利用前に、利息額などを計算した上で返済可能額のみ借入することが、借手の最低限の責任で 
   あると考える。 
   また手軽に借りられるということは、利点であると同時に、お金を借りるという意識が薄れることでもあ 
   るため、貸す側としてももっと審査の基準を厳しくしてもよいのではないか。 
 
３） 近年、自己破産や多重債務について報道されることが多くなった。この問題を解決していくためには、 
    メディアが自己破産、多重債務の危険性や恐怖などについて、具体性を持たせ正しく伝える必要があ 
    ると思う。 
    しかし、メディアだけでは限界があるのではないか。そこで消費者金融連絡会のような団体が、実際 
    に消費者に対しての説明会をしたり、パンフレットを作成して配付することが重要である。 
 
４） 現在、法定金利を上回る高金利による貸付、違法な取り立てを行うヤミ金融による被害が拡大してい  
    る。 
    その背景の一つとして、消費者金融の普及と身近さが深く関係しているのではないだろうか。あまり 
    にもお金を借りるということを簡単に考え、無計画に借入をする人が多く、ヤミ金融のターゲットになっ 
    てしまうという悪循環になっているのではないか。 
    消費者金融は大きく二つの問題を抱えていると思う。一つは各社の将来に亘り会社を継続・発展させ 
    るための経営戦略であり、それと並んで重要なのが、ヤミ金融問題、多重債務問題等のトラブルの回  
    避である。 
    現在、消費者金融連絡会では、啓発広告やポスターなどによる、消費者啓発活動を推進していると 
    のことだが、まだなおトラブルが収まらない状況を捉えると。より一層の努力と充実が望まれる。 

以上 
 
 
 

《本件に関するお問合わせ先》 
 
 
 

     

ご 参 考２ 

消費者金融連絡会 広報事務局（プロミス（株）広報部内 ）  TEL：03－3213－2545
富山大学経済学部 助教授 岸本 寿生 研究室              TEL：076－445－6471




